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は じ め に 
 
急速に進む少子化の時代の中で、多くの学校が将来への危機感を抱く中、短期大学は特

に厳しい冬の季節を過ごしています。果たして春の到来はあるのか、そのような大きな不

安の中で必死に寒さに耐え、また寒い屋外に出て木々を集めて暖を取り、さらに家の構造

に工夫を施し、様々な知恵を絞りながら生きています。時には同じ立場の他者と自分たち

の持つ知恵を交換し、お互いに生きる術を見つけたりするのかもしれません。また『おし

くらまんじゅう』の活動でお互いを温めあうこともできるのかもしれません。 

2009（平成 21）年度から愛知学泉短期大学と湊川短期大学の両大学の教育研究水準の向

上、教育の充実を目的として行われた相互評価は、信頼関係の下で 2016（平成 28）年度、

そして今回 2024（令和６）年度と継続して実施しています。今日ここに今年度の相互評価

の報告書を両大学の協力のものに発行できることに感謝します。 

今回の相互評価も、愛知学泉短期大学学長の安藤正人先生、ALO の長谷川えり子先生は

じめ多くの教職員のみなさまの熱意と、本学教職員の熱意が合わさっての実施となりまし

た。お互いにピアレビューの観点で評価しながら、それぞれの教育の質向上を目指し、自

学の点検を進めようとする前向きなパワーで進めることができました。特にお互いの大学

を訪問する活動は、それぞれの立地や学生の姿、学内施設の状況など、具体的な教育活動

のありようを実際に拝見し学びあうことができる貴重な機会となり、大きな刺激をいただ

きました。 

これから世界との競争力強化のために高等教育機関への要請は高度なものへ、また地域

活性化のために教育研究の果実の還元が求められていくでしょう。環境の厳しさも年々増

す中で、両大学が建学の精神を基本として、さらに現代社会を生きていく若い人たちの成

長・自己実現に向けてどのような教育支援を展開し、社会に貢献できる人材育成を行って

いくのか、地域になくてはならない高等教育機関としてどのような活動を行っていくのか、

自学の強みに知り、活かしていく挑戦の連続がこれからも待っています。自己を確認し正

しく評価し、改善へと結びつける教育の質保証のサイクルを確実に回していくための動力

としてこれからも相互評価を位置づけ、異なる地域でともに奮起している同志と切磋琢磨

する姿勢を持ち続けたいと感じます。 

 
令和７年 4月 

                               湊川短期大学 
学長 浅井 祐子 
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湊川短期大学と愛知学泉短期大学との相互評価の経緯 

 
 令和 5 年 11 月 
 湊川短期大学と愛知学泉短期大学の合意のもと、協定書を取り交わし、相互評価 

を実施することとした。 
 
 令和 6 年 8 月 
 愛知学泉短期大学が湊川短期大学へ令和 5 年度自己点検・評価報告書を送付した。 
 
 令和 6 年 9 月 
 湊川短期大学が愛知学泉短期大学へ令和 5 年度自己点検・評価報告書を送付した。 
 
令和 6 年 10 月 10 日 

湊川短期大学相互評価委員が愛知学泉短期大学を訪問して、情報交換、学内視察

を行った。 
 
令和 6 年 11 月 14 日 

愛知学泉短期大学相互評価委員が湊川短期大学を訪問して、情報交換、学内視察

を行った。 
 
令和 7 年 2 月～3 月 
 両校の相互評価報告書をまとめるにあたり意見交換を行った。 
 
令和 7 年 6 月 
 相互評価報告書を作成した。 
 
令和 7 年 7 月 
 短大基準協会への相互評価報告書を提出した。 
 
令和 7 年 7 月 
 相互評価報告書を公表した。 
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湊川短期大学と愛知学泉短期大学の沿革 
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湊川短期大学および関係機関の沿革 

 

大正 8年 湊川裁縫女塾開設 

昭和 3年 甲種実業女学校認可 

昭和 17 年 組織を変更して湊川高等女学校と改称 

昭和 20 年 戦災に遭遇し校舎を全焼，三田市に疎開して再発足 

昭和 27 年 3 月 学校法人湊川相野学園設置認可 

昭和 27 年 4 月 学校法人湊川相野学園湊川家政短期大学開学 

昭和 33 年 10 月 湊川家政短期大学を湊川女子短期大学と名称変更 

昭和 40 年 1 月 保育科設置認可 

昭和 41 年 2 月 保母養成所として指定認可 

昭和 41 年 4 月 短大附属西舞子幼稚園および相野幼稚園開設 

昭和 44 年 4 月 家政科に養護教諭養成課程開設 

昭和 44 年 4 月 短大保育科を幼児教育科と名称変更 

昭和 45 年 4 月 短大附属神陵台幼稚園開園 

昭和 46 年 4 月 幼児教育科を改組し児童教育学科新設 

  (小学校教諭および幼稚園教諭養成課程認定) 

   家政科を家政学科と名称変更 

昭和 55 年 4 月 家政学科に栄養士課程開設 

昭和 57 年 4 月  短大附属北摂第一幼稚園開園 

昭和 62 年 4 月  家政学科に生活科学専攻・食物栄養専攻設置 

昭和 62 年 4 月  短大附属北摂中央幼稚園開園 

平成 5 年 4 月  短大附属北摂学園幼稚園開園 

平成 12 年 4 月  家政学科に生活福祉専攻(介護福祉士養成施設)設置 

平成 13 年 4 月  家政学科を人間生活学科へ改組し、人間健康専攻と生活福祉専攻の２専 

        攻を設置 

  児童教育学科初等教育専攻を廃止 

  児童教育学科を幼児教育学科と名称変更 

平成 13 年 4 月  短大附属キッズポート保育園開園 

平成 14 年 4 月  食物栄養専攻を廃止 

平成 14 年 5 月 短大創立 50 周年記念式典挙行 

平成 15 年 4 月  湊川短期大学に校名変更、男女共学化に移行    

平成 16 年 4 月  大学評価・学位授与機構認定 専攻科幼児教育専攻設置 

        幼児教育学科を幼児教育保育学科と名称変更 

平成 19 年 3 月  第三者評価機関別評価結果「適格」の認証を得る 

平成 19 年 4 月  大学評価・学位授与機構認定 専攻科健康教育専攻設置 

平成 21 年    学園創立 90 周年を迎える 

平成 23 年 4 月 短大附属北摂第一幼稚園を幼稚園型認定こども園に移行 
平成 25 年 4 月 短大に「地域子育て支援センター」を短大附属北摂学園 

  幼稚園から移設 
平成 26 年 3 月 第三者評価機関別評価結果「適格」の認証を得る 

平成 27 年 4 月 短大附属西舞子幼稚園・神陵台幼稚園・北摂中央幼稚園・ 

  北摂学園幼稚園を幼稚園型認定こども園に移行 
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平成 29 年 3 月 湊川相野学園法人本部・湊川短期大学本館竣工 

平成 29 年 4 月 短大附属ぽるとこども園開園 

平成 29 年 11 月 短大キャンパス整備工事完了 

令和元年 湊川相野学園 創立 100 周年 

令和 2年 3月 人間生活学科生活福祉専攻廃止 

令和 2年 4月 幼児教育保育学科に専攻科生活福祉専攻設置 

令和 3年 3月 短期大学基準協会より、機関別評価結果「適格」の認証を得る 

  専攻科幼児教育専攻廃止 
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愛知学泉短期大学および関係機関の沿革 

 
明治 45 年 安城裁縫女学校を設立 
昭和 5 年 4 月 財団法人安城女子専門学校と安城女子専門学校を設立 
昭和 25 年 4 月 安城学園女子短期大学（被服科・生活科）を設置 
昭和 26 年 3 月 財団法人安城学園を学校法人安城学園と組織変更 
昭和 37 年 4 月 安城学園女子短期大学家政科を設置 
昭和 41 年 4 月 愛知女子大学・同短期大学部を設置 
昭和 43 年 4 月 愛知女子大学から安城学園大学と学名を変更 
昭和 54 年 4 月 安城学園大学短期大学部幼児教育科を安城学園女子短期大学幼児教育科

とし４科を統合 
昭和 57 年 4 月 愛知学泉女子短期大学国際教養科を増設 

「安城学園大学」を「愛知学泉大学」、「安城学園女子短期大学」を「愛知

学泉女子短期大学」と学名変更 

平成 10 年 4 月 愛知学泉女子短期大学国際教養科が豊田市若林東町から岡崎市舳越町へ

移転 
平成 12 年 4 月 愛知学泉女子短期大学を愛知学泉短期大学に名称変更 
平成 13 年 4 月 愛知学泉短期大学（幼児教育科を除く）を男女共学 
平成 15 年 4 月 愛知学泉短期大学生活科を食物栄養科に名称変更 
平成 16 年 4 月 愛知学泉短期大学食物栄養科、幼児教育科を食物栄養学科、幼児教育学

科に名称変更。生活デザイン総合学科を新設 
平成 17 年 4 月 愛知学泉短期大学国際教養科を廃止 
平成 18 年 4 月 愛知学泉短期大学家政科を廃止 
平成 18 年 9 月 愛知学泉短期大学服飾科を廃止 

平成 19 年 4 月 愛知学泉短期大学幼児教育学科が安城市桜井町（短期大学桜井学舎）か

ら、岡崎市舳越町（短期大学岡崎学舎）へ移転。短期大学統合 

平成 24 年 11 月 安城学園創立 100 周年記念式典・記念行事挙行 
平成 26 年 3 月 第三者評価機関別評価結果「適格」の認証を得る 

令和 3 年 3 月 短期大学基準協会より、機関別評価結果「適格」の認証を得る 
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湊川短期大学と愛知学泉短期大学の評価規程および評価委員名簿 
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湊川短期大学 自己点検・評価委員会規程 
 

（趣 旨）   

第１条  湊川短期大学における自己点検・評価に関する事項を審議するため、自己点検・

評価委員会（以下、「委員会」という）を置く。 

（目 的） 

第２条  この規程は、湊川短期大学（以下「本学」という）の教育研究水準の一層の向

上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学の教育研究活動及び管理・運

営について、組織的に点検・評価を行うために定める。 

（構 成）  

第３条  委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）学長 

（２）ＡＬＯ 

（３）学科長 

（４）法人事務局次長 

（５）短大事務室長 

（６）その他学長が必要と認めた者 

（任 期）  

第４条  委員の任期は１年とするが、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じ 

た場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長等）  

第５条  委員会に委員長、副委員長を置き、学長を委員長とし、副委員長は学長が 

指名する。任期は１年とするが再任を妨げない。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠 

けた時は、その職務を代行する。 

（会 議） 

第６条  委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

２ 委員会の定足数は構成員の２分の１とする。 

３ 議決を要する事項については、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（審議事項）  

第７条  委員会は以下に掲げる事項を審議する。 

（１） 本学において必要な点検・評価項目の決定 

（２） 第８条に定める部会に対する点検項目及び点検実施の指示 

（３） 部会からの点検の報告に基づく内容の調整及び公表方法の検討 

（４） 点検・評価に関する事項についての教職員への周知 

（５） 点検・評価の結果に基づく改善措置への対応 

（６） その他点検・評価に関する必要事項 

（点検作業の部会） 

第８条  点検作業を行うため、部会を置ことができる。 

   ２ 部会の責任者は、委員長が指名する者とする。 

（報告・公開） 

第９条  委員会は、必要に応じ活動状況を運営会議、教授会に報告し、自己点検・評価
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内容を年に１度外部へ公開する。 

（委員会の事務）  

第１０条  委員会に関する事務は、短大事務室が担当する。 

（補 足） 

第１１条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会

が定める。 

（改 廃） 

第１２条  この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

附 則 

この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。 

この規程は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 

【湊川短期大学】 
 
自己点検評価及び相互評価委員名簿  
 令和 6 年度自己点検・評価委員会メンバー 
委員長        浅井 祐子  学長 
副委員長(ALO)    小原 宏基  人間生活学科 
委 員        鶴田 祥子  人間生活学科長    
委 員        安井 良尚  幼児教育保育学科長  
委 員        小川 剛   法人事務局次長 
委 員        若林 三枝  事務室長    
委 員        渡邉 裕之  事務室長補佐 
委 員        前中 美幸  事務室長補佐 
 

 
 
 
 
 

令和 6年度相互評価メンバー 

委員長         鶴田 祥子    副学長 人間生活学科長   
副委員長(ALO)    小原 宏基    人間生活学科    
委 員        安井 良尚    幼児教育保育学科長  
委 員        渡邉 裕之    事務室長補佐 
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愛知学泉短期大学内部質保証委員会規程 
 

(設置) 
第 1 条 「愛知学泉短期大学内部質保証の方針」に基づいて、学長の下に、愛知学泉短

期大学内部質保証委員会を置く。以下、「委員会」と称する。 
(目的) 

第 2 条 委員会の目的は、本学の教育目標に基づいた教育の達成及び本学の学生の潜在

能力の開発のために、PDCA サイクルを活用して、教育／研究・管理運営・財務等に

関する自己点検・評価、その結果に基づく改善を全般的・組織的に行うことにより、

内部質保証を推進することである。 
(事業) 

第 3 条 委員会の事業は以下のとおりとする。 
１ 各学科等の自己点検・評価の実施に関する事業 
２ 各学科等の自己点検・評価の検証に関する事業 
３ 短期大学の自己点検・評価の実施に関する事業 
４ 短期大学及び学部等の改善事項に対するサポート事業 
５ 短期大学の自己点検・評価書の公表に関する事業 
６ 3 つのポリシーを起点とした自己点検・評価に関する事業 
７ 認証評価に関する事業 
８ 外部評価に関する事業 
９ 委員会の自己点検・評価に関する事業 
10 上記以外、第 2 条の目的を実現する上で必要な内部質保証に関する事業 

(議題) 
第 4 条 議題は、以下のとおりとする。 

(1) 第 3 条記載の事業の計画に関する事項 
(2) 第 3 条記載の事業の実施に関する事項 
(3) 第 3 条記載の事業の検証に関する事項 
(4) 第 3 条記載の事業の改善に関する事項 
(5) 第 3 条記載の事業の改廃に関する事項 
(組織) 

第 5 条 委員会は、次の各号に定める委員をもって組織する。 
(1) 学長 
(2) 副学長 
(3) 学科長 
(4) 教務委員長、学生委員長、就職委員長 
(5) 短期大学の教職員の中から学長が指名した者 若干名 
(6) 事務局長、事務局次長 
(7) その他、学長が必要と認めた者 
(任期) 

第 6 条 委員の任期は 2 年とする。なお、再任を妨げない。 
(運営) 

第 7 条 委員長は学長とする。 
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２ 副委員長は学長が指名する。 
３ 委員長は委員会を招集し、議長となる。 
４ 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。 

(会議) 
第 8 条 会議には、定例会議と臨時会議を設ける。 
２ 定例会議については、少なくとも年 4 回(前期 2 回、後期 2 回)開催する。 
３ 臨時会議については、必要に応じて随時開催する。 

(事務) 
第 9 条 委員会に関する事務は、総務課において行う。 

(改廃) 
第 10 条 この規程の改廃は、大学・短期大学合同管理運営者会議の議を経て、理事会

で決定する。 
 

附 則 
１ この規程は令和 3 年 11 月 27 日から施行する。 
２ この規程の施行に伴い、愛知学泉短期大学自己点検・自己評価委員会規程は廃止す

る。 
３ この規程は令和 4 年 4 月 1 日から改正施行する。 
 
 
【愛知学泉短期大学】 
 
内部質保証委員会及び相互評価委員名簿 
令和 6 年度内部質保証委員会メンバー 
委員長        安藤正人      学長 
委 員        長谷川えり子    質保証(教育)担当副学長・ALO 
           山本淳子      教務委員長 
           井手裕子      学生委員長 
           津島 忍      就職委員長 

横田 正      食物栄養学科学科長 
          伊藤照美      幼児教育学科学科長 
          木村典子      生活デザイン総合学科学科長 

           森脇修二      事務局次長 
           三浦直修      事務長 
           柳 弥生      事務次長 
 

令和 6年度相互評価メンバー 

委員長        長谷川えり子    質保証(教育)担当副学長・ALO 
委 員        山本淳子      教務委員長 

伊藤照美      幼児教育学科学科長 
           柳 弥生      事務次長 
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湊川短期大学の質問に対する愛知学泉短期大学の回答 
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愛知学泉短期大学の質問に対する湊川短期大学の回答 
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相互評価結果 

 
 
 
 

愛知学泉短期大学に対する評価 

 
 
 

（評価担当 湊川短期大学） 
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基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 
【評価できる点】 
学園創立以来，建学の精神に「庶民性」と「先見性」を堅持しており，また 2017 年度以

降，「教育の三本柱」をさらに発展させて，3 つの挑戦プログラムとして，「不得意への挑戦・

上達への挑戦・未知への挑戦」ができるようにシステムの開発に取り組み，教育を行って

いることは素晴らしい取り組みだといえる。また学長の安藤正人先生が 2024 年 9 月 23 日

の全私学新聞で述べられている「pisa 型学力」は貴学独自のものであり，課題解決型の学

力を学生に身につけてもらうために非常に効果的な方法であると言える。訪問時にご説明

いただいた通り，獲得・活用・課題解決の 3 つのステップで明確に意識していることがよ

く理解できた。 
建学の精神と建学の理念については様々なところで学生や教職員に共有され，また様々

な会議などで検討をした上，学内外で理解を得ようとしている。このような地道な活動に

よって貴学の考えが地域に浸透した結果，毎年の入学者数の充足率が 85%を超えており，

特に 2021 年度には 100%に迫る充足率に繋がっていると思われる。またその約 8 割を愛知

県内で占めていると考えられる。 
地域や社会貢献としては，安城学園教職員憲章への記載や訪問時にご説明いただいた通

り，ボランティア活動などの地域や社会への貢献のため，多くのイベントなどを実施して

単位化するなど，学内の教育に取り入れていることが確認できた。このような取り組みは

非常に高く評価できる項目である。 
教育の効果については建学の精神に基づき作成されている 3 つの方針（アドミッション・

ポリシー・カリキュラム・ポリシー・ディプロマ・ポリシー）を基に様々な委員会などで

連携しながら検討がなされてきておりこの点も評価できるところである。 
 

【今後の課題】 
学科・専攻課程の教育目的・目標について FD 委員会の主導の下で定期的・組織的に点検

しているとあるが，訪問調査の際の質問事項でも挙げているが，具体的な取り組みが記載

されていない。その点について色々活動されていることが今回の訪問で理解できたので，

明文化することをお勧めする。 
 

 
基準Ⅱ 教育課程と学生支援 
【評価できる点】 
学位授与の方針 (ディプロマ・ポリシー)について，それぞれの学科の教育目標と教育方

針，学習成果に対応した要件などを明確にしている。また卒業要件や成績評価基準，資格

取得要件などについても Campus Life (学生便覧)や Syllabus に明示されており，大学の

WEB サイトやパンフレットなどにも掲載することで学内外に明確に示されている。 
教育課程編成・実施の方針 (カリキュラム・ポリシー)について，学科ごとに基準に則っ

た形式で体系的に作成されており，Campus Life (学生便覧)や Syllabus に明示されている。

そして履修系統図を作成しており，それを毎年 FD 委員会で点検していることも評価できる

ポイントと言える。授業評価アンケートを中間と学期末の 2 回，年間通して計 4 回行うこ

とや FD 委員会にて学生委員からの意見を聞き，集約することなど，学生の意見を速やかに

反映されていることも素晴らしい点である。 
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入学者受け入れの方針 (アドミッション・ポリシー)について，高等学校における基本的

知識など入学前の学習成果の把握などを明確に行っている。また基礎学力テストや面接に

よるマッチングも実施しており，非常に素晴らしい点である。 
学修成果を明確にするために，上記の 3 つのポリシーを基にした教育目標を作成し実施

されている。その上，履修カルテや学修ポートフォリオを作成し，学習の振り返りを学期

ごとに実施している。また卒業生へのアンケート調査によって卒業後の調査システムが構

築されていることも良い点である。これらは貴学が大切にしている社会人基礎力を養う上

でも素晴らしい点である。 
学生相談について，教員や補助員だけでなく，週 2 回の専門カウンセラーによるカウン

セリングの実施は今の時代大切なことである。また健康面についても保健室と連携してい

るところは大切な点であると言える。 
 

【今後の課題】 
PDCA サイクルに沿って学習成果の達成度などを評価検討されている。これは重要なこ

とであるが，教育課程の課題にも挙げられている通り，教育の内部質保証の向上に向けた

IR 機能の充実は必要なことであろう。 
訪問調査時の質問事項にもある通り，オンデマンド授業の記載はあるもののそのことに

関する規定が存在しない。今年度からのスタートのため，今後整えていくことが望ましい

と思われる。 
 

 
基準Ⅲ 教育資源と財的資源 (但し，今回の相互評価では財的資源は範囲外とする。) 
【評価できる点】 
教員組織の整備に関して，前回の相互評価の時と比べ，専任教員の年齢幅が 30 歳代から

60 歳代とバランスが取れており，幅広い年齢層の教員と接することができる点は素晴らし

い。また専任教員と非常勤講師に関わらず，免許や資格，研究業績やその他の経歴につい

て提出を求めており，資質を担保しようとしていることも重要な点である。 
専任教員の教育研究活動については報告書の表にも示されている通り，多くの教員が志

高く活動していることがよく分かる。報告書にもある通り，学長が示している専門性に加

え「智・徳・体・感・行」に基づく 3 つの挑戦プログラムが浸透している結果であろう。

また地域連携や地域活性化についても大学の方針を理解し，活動に携わっている。 
学生や教員の海外派遣について，いくつもの海外の大学と提携を結んでおり，積極的に

実施されていることは WEB サイトにもある学長の言葉である「人をつくることがまちをつ

くることに繋がり，さらには国をつくることに繋がり，世界をつくることに繋がる教育」

を目指すうえで非常に素晴らしい活動であると言える。今回の訪問で留学について詳細を

伺うことができたが，これは貴学が他大学と差別化できる 1 つの活動であると言える。 
キャンパスや校舎面積について，短期大学設置基準面積を大幅に超えており，ゆったり

とした教育環境を確保するためには大切なものである。エレベーターも 2 基以上準備され

ており，中には車いす使用者や視覚障がい者に対応したものもあることは多様性と言われ

る現在の状況と適合している。Wi-fi 環境についても昨年全館で使用可能になり，より教育

環境や学生の利便性が整っているといえる。コンピュータ世界になった現在，情報活用能

力を向上させるために学生が全員コンピュータ系の講義を受講できるようにしていること

は素晴らしい。また教職員も情報技術向上に向け，専門の SE を設置していることは大切な
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ことと言える。 
貴学の FD 活動については FD 後の対策などが深められているように感じられ，非常に評

価できる点であると思われる。 
最後に教員が毎年個人の事業報告や次年度に向けた事業計画案を提出し，運営委員会な

どで資料の閲覧ができることは意識づけとしても素晴らしい試みである。 
 

【今後の課題】 
労働時間管理について，変形労働時間制を導入しているが，課題にも挙げられている通

り，より適切な勤務管理をするためにもさらなる見直しが必要であるといえる。 
また情報機器について準備が行われてきており，教員の能力向上のための対策はされて

いる。しかしながら，課題にも挙げられている通り，今後は双方向型の授業への対策を行

う必要があり，そのための研修を別途行う必要があろう。また同時に情報機器の更新は大

事であり，課題にもある通り「教育効果が上がるソフトウェア」の導入は急がれる課題で

ある。 
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相互評価結果 

 
 
 
 

湊川短期大学に対する評価 

 
 
 

（評価担当 愛知学泉短期大学） 
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基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 
 
【評価できる点】 
 短大の母体である湊川相野学園の「建学の精神」と「学園教育目標」を基に「湊川短期

大学教育指針」及び「湊川短期大学の教育目標」が定められており、短期大学の教育理念・

理想を明確に示されている。教育指針として「自立心と向上心に富み幅広い教養と専門的

技能を併せもった、ケアの精神と地域への関心を基本的資質とする、平和で持続的な社会

の発展に資する有為な人材を育成する」ことを示し、地域に開かれ地域に支えられる短期

大学つくりを目指し、具体的な取り組みとして、「地域連携センター」を設置している。三

田市、高大連携高校などの関係団体と連携協定を締結し、地域貢献活動の実施、推進に積

極的に取り組んでいる。具体的には、人間生活学科では食育健康コースを中心に地域の農

畜産物の魅力発信事業を行い、メニュー開発や販促資料作成を実施している。幼児教育保

育学科では、市営プールの壁画作成、地域のお祭りやイベントの模擬店出店など、それぞ

れの学科の特性を活かした活動を展開している。これらの活動は、６月と３月の年２回の

地域連携会議で点検し、学外の委員の意見徴収から改善をはかるなど、PDCA にそって実

施されており、地域活動として地元に根付いた内容であることから大変評価できる。 
 各学科において、教育目的・目標を明確に示しており、学修成果の点検を定期的に行い、

学内外に向けてその内容を広く表明している。特に幼児教育保育学科では、附属園との情

報交換を活発に行い、毎月実施されている「園長会」に出席している。その中で現場をし

っかり捉え、大学と現場で「共に育てること」を目指した教育者の養成がされている。幼

児教育者の希望者が減少している中で、学生の意識の高揚にも繋がり、短大教育の重要な

役割を担っている。 
  
【今後の課題】 
 2018 年にアセスメントポリシーが策定され、3 つのアセスメントから評価が実施されて

きたが、査定方法の定期的な見直しがされていない。IR 活動と連動させたアセスメントの

手法を検討し、さらに PDCA サイクルを機能させた取り組みを実施して、教育の質保証に

結び付けることが重要であると思われる。 
 
 
基準Ⅱ 教育課程と学生支援 
 
【評価できる点】 
 各学科のカリキュラムポリシーはディプロマポリシーと対応させながら定められており、

教育課程は各学科の学修成果と対応させながら、短期大学設置基準にしたがって体系的に

編成されている。学生の特性の変化に合わせて教育内容を見直しており、各学科の学生が

着実に学修を獲得できるように体制の見直しも実施され、カリキュラムポリシーにフィー

ドバックされている。また、入学者受け入れの方針（アドミッションポリシー）を高大接

続の観点から、地域連携会議にて意見聴取し点検に役立てており、2021 年度から幼児教育

および保育を法人共通の分野を学びの柱とした高大幼保接続の「保育探究コース」を開設

し、保育分野に進学する生徒向けの新たな入試制度も開始した。学内のピアノレッスン施

設を高校生が利用するなど、学園全体で協力体制が取られていた。 
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 学生一人ひとりの能力に合わせてきめ細かな指導体制が整えられており、チューターを

配置し、クラス担任と合わせて学生指導にあたっている。欠席状況、GPA 値など学修状況

の確認指導を行い、学位取得に向けた丁寧な指導が展開されている。一部合理的配慮や問

題のある学生に対しては、チューターとクラス担任が入学前面談を実施し、学生に合わせ

たサポート体制をとっている。教員、事務職員共に学生の学習成果の獲得に向けて支援体

制を整え、責任を果たしている。 
 
【今後の課題】 
 シラバスに示した成績基準により学習成果の獲得状況を評価しているが、「期末試験」は

実施しておらず、ほとんどの科目が平常の学習のみにより評価され、授業内の確認テスト

は実施されている科目があるものの、履修した学生に対して試験上、単位を与えるものと

なっていなかった。短期大学設置基準上、1 単位当たりの授業時間確保といった観点から、

期末試験を実施して評価する科目の見直しを検討されたい。 
  
  
基準Ⅲ 教育資源と財的資源 
 
【評価できる点】 
 短大事務室を中心に、業務は集約され統一的な管理下の下で職員各自の能力や適性を発

揮できる環境が整えられていた。毎朝、朝礼により事務運営を報告し、情報を共有してい

た。短大事務室チームサイトを作り、事務職員間で学生情報、教職員情報を共有し、事務

室で作成したデータは事務室用サーバーに保管し、短大事務室職員が誰でも作業できる体

制になっていた。したがって、事務室は学習成果を向上させるための組織が整備され、教

員と連携して業務を遂行していることがわかった。 
 学内施設において、授業以外に学生が気軽に利用できる施設が充実しており、学生の居

場所作りに配慮していた。一人ひとりの学生の状況に対応できるように、学内であっても

心が和らぎ、安心して過ごせる空間が見られた。近年、不安定な学生が見受けられること

から、このような学生サービスは大変評価できる試みであると思われた。 
 
 



 

  

 
お わ り に 

 

 湊川短期大学学長 浅井 祐子先生のご同意を戴き、前回の 2016（平成 28）年度実施に次

いで今回で 3 回目となる本学との相互評価が無事終了し、その成果を本報告書として公表

することとなりました。 

 さて、私共、短期大学を取り巻く外的要因に目を転じれば、事実、将来に亘る本格的な

少子化社会の到来で、未曽有の転換期を既に向けています。当局の統計によれば、2025 年

度現在の 18 歳人口は 100 万人を下回り、18年後の 2043 年には 68.5 万人迄減少すると推計

されています。急速な人口減少が進み、仮に、大学進学率が上昇したとしても 18 歳人口の

減少に伴い、大学への進学者数は減少局面に突入との予測です。こうした背景を踏まえて、

中教審の『我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教育システムの再構築』（2025 年２月

答申）では、急速な少子化等を踏まえた高等教育全体の「規模」の適正化を図りつつ、そ

れによって失われるおそれのある「アクセス」確保策を講じるとともに、知の総和を向上

するための教育研究の「質」を高めることとして、今後の高等教育政策の方向性と具体的

施策を示しています。具体的には、地方の学生（若者）の存在とその居場所に関して、特

に高等教育への「アクセス」確保として、「地域構想推進プラットフォーム」の構築や大学

等連携をより緊密に行うよう方向性が示されています。しかし、「規模の適正化」に関する

高等教育行政では、修学支援制度の要件に関して、とりわけ地方の小規模大学・短期大学

で定員充足ができていなければ修学支援制度の適用除外の対象となり、結果、規模の縮小

あるいは廃止の選択を余儀なくされる事態や懸念が指摘される状況となっています。 

 こうした答申で指摘されるまでもなく、私共が直面している教育研究活動では、常に教

育実施に伴う管理・運営・財務を含む内部質保証の実効性を高める観点から「質の向上」

が求められているところです。今回の評価では、双方の短期大学の主に教育研究活動に焦

点を当てて自ら点検評価した報告書を交換して、その「実態」から「問題点」を明らかに

して、さらに相互に訪問してこれら問題点の解決に至る「課題」を直接確認しながら改善

に向けた今後の取り組みを明らかにする事業でした。したがって、この課題を受け止め確

実に解決を果たし、次回の点検評価では双方でこの点の確認ができることを期待していま

す。 

 地方の短期大学にとって極めて厳しい状況が予測される趨勢をしっかり受け止め、「冬来

りねば春遠からじ」の諺ではありませんが、今回の評価事業を始め日々の点検・改善の積

み重ねによって、「地方創生 2.0」でいうところのスマートに地域と同期した短期大学とし

て双方が持続可能でなければならないと考える次第です。 

 本評価事業を終えるにあたり、実施責任者を務めていただいた湊川短期大学副学長 鶴田 

祥子先生並びに本学質保証（教育）担当副学長 長谷川えり子先生を始め関係の教職員の皆

様の労に対して感謝申し上げます。 

 

  令和 7年 4月                 

 愛知学泉短期大学 

                              学長 安藤 正人 
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